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11.八重山地域における県有種雄牛活用に向けた取り組み 

 

八重山家畜保健衛生所 

〇宮城貴充・佐久川政風・高江洲斉 

 

八重山地域は 30,000頭を超える肉用牛が飼養され

ており、これは本県の 42％を占める頭数にあたる。また

子牛セリでは毎年約 9,000頭の取引が行われる肉用子

牛の一大生産地域である。（図１） 

 

                図１ 

八重山地域は子牛生産地域であるため凍結精液の

利用が多く、県有種雄牛の凍結精液も多く利用され、平

成27年には当地域において17,552本の払い下げがあ

った。しかし徐々に払い下げ本数は減少し令和 4年度

には2,793本まで減少した。（図2） 

 

図２ 

凍結精液の払い下げ本数が減少した原因として、県

外において高い能力を持つ種雄牛が造成され、県有種

雄牛を利用するメリットが小さくなったことや、島嶼地域

ゆえに払い下げの仕組みが不便なこと、加えてコロナ禍

による農家への情報提供機会が減少したことが考えら

れた。原因に対する解決策として高能力牛の作出、利

便性の向上、周知活動の強化が必要と考え、今年度当

家保は県有種雄牛活用促進のため周知活動と利便性

向上の２つを中心に課題として取り組んだ。 

周知活動として購買者への宣伝やセリ市場内の掲示

物を毎月更新するなど、農家に新しい情報を提供した。

また、普及課と合同で講習会を各地域で9回実施した。

講習会では、県の種雄牛造成に関する事業やゲノム育

種価など改良にかかわる情報や今後活躍が期待される

種雄牛の情報を提供し、県有種雄牛をＰＲした。そのほ

かワクチン接種などの防疫衛生業務に補助として同行

し、周知を行った。周知する機会が前年度以上に多か

ったこともあり、以前より多くの家畜人工授精師（以下、

授精師）や管内農家から県有種雄牛の情報や価格など

の照会を求められる機会が増加した。（図3、4） 

 

図３ 
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図4 

当家保の払い下げ業務は①授精師は家保に払い下

げを申請、②家保が納付書を作成。③授精師へ郵送、

もしくは窓口で受け渡し。④授精師は指定の金融機関

で支払いを行い、ボンベを持って家保に来所。⑤家保

は領収書を確認し凍結精液を譲渡する。（図５） 

 

               図5 

離島である黒島での払い下げでは①授精師は電話

や FAX等で家保に申請、②家保が納付書を作成送付、

③納付書を受け取った授精師はボンベを持って船に乗

って３０分かけて石垣島へ行く。日帰りの場合、石垣島

に渡るのに1日 4便しか利用できないため時間の制約

がある。石垣島についたあと指定の金融機関で支払い、

④領収書を持って家保に行き、精液の払い下げを受け

る。精液の払い下げを受けたあと、⑤授精師は港に行き

⑥黒島に戻る（図 6～8）。当家保と港は片道 20～30分

かかり、授精師は移動手段としてバスやタクシーなどの

交通機関、もしくはレンタカーを利用している。 

 

図６ 

 

図7 

 

図8 

このように離島地域の払い下げに関する課題として

家保までの移動手段の確保やボンベを運ぶ負担、納付

書支払いが出来る金融機関が竹富町にはないこと、船

を利用するため時間が制約されるなど授精師側に大き

な負担があったことから、今年度黒島肉用牛生産組合

と協力し払い下げの利便性向上を図るため、現地での
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払い下げを試験的に次のように行った。 

 

図9 

 

図10 

 

図11 

①生産組合内で申請の取りまとめを行い、②家保は

申請者全員分の納付書を作成しまとめて組合に送付、

③支払いは石垣島に行く予定のある組合員が代表して

行い、支払いが終わったことを組合長から家保に連絡

する。④家保は連絡を受けた後、組合のボンベに凍結

精液を移し替えて黒島まで持っていき、払い下げを行う。

（図9～11） 

 

図12 

現地での払い下げは、黒島肉用牛生産組合の事務

所で行った。払い下げは家保職員 2名で行い、1名は

書類処理、もう一人が移し替えの作業を行うよう分担し

た。払い下げ実績は7月238本、10月342本、12月申

請分を1月に行い798本の払い下げを行った。1月は

本数が多かったため、3名で対応した。 

現地での払い下げは、授精師の移動などの時間・労

力・経費が抑えられるというメリットのほか、家保と組合員

との情報交換の機会の場となった。（図12） 

この結果、今年度 12月末時点の黒島における払い

下げは前年度と比較し、利用者は9名から26名の2.9

倍、本数は741本から1,873本の2.5倍に増加した。 

 

図13 

今回の取り組みに対する授精師の声として、「今後も

継続してほしい。」「持ってきてくれるだけでも助かる。」

「取りに行くのが手間で利用していなかったが、この取り

3



組みで購入するようになった。」など好評を得た。その一

方、家保としては本数が普段の払い下げよりも多いため、

書類処理や移し替えに普段以上に時間を費やした。特

に移し替えは、本数が多いことや組合のボンベに移し

換えて黒島に持っていくため、ミスや過不足が起きない

よう2回数えるなどの対応が必要だった。1月の払い下

げのように本数が多いとボンベが二つになり対応人数も

増やすなど人手が必要だった。（図13） 

 

図14 

今年度の活動のまとめとして、周知活動においては

情報提供機会が増え、幅広く周知できたため、授精師

が農家に頼まれて凍結精液を買いに来るなど変化があ

り、昨年以上に情報を提供できていると実感した。利便

性の向上として現地での払い下げで利用する授精師が

増え、効果を実感できた（図14）。 

今年度、周知活動と利便性の向上ための取り組みの

結果、管内全体で前年度の凍結精液払い下げ本数の

2,793本から12月末の時点で6,758本に増加した（図

15）。 

 

図15 

 

図16 

今回の取り組みは県有種雄牛の活用を促進し、生産

県として特色のある地域にすることで、県産子牛の評価

向上など本県の肉用牛生産振興の持続的な発展につ

ながる。今後も周知活動や利便性の向上の取り組みを、

関係機関や生産組合と協力し、農家の意見や地域性を

踏まえながら県有種雄牛活用の促進につながる取り組

みを継続していく。（図16） 

 

4



１２．管内養豚場での環境問題解決に向けた取組事例 

 

北部家畜保健衛生所 

〇松本航平 屋富祖昇
 

【はじめに】 

北部家畜保健衛生所の管内には令和４年
12月末時点で沖縄県内の豚と鶏の飼養頭羽
数のそれぞれ 53.2％、56.5％が飼養されて
おり、県内でも特に養豚や養鶏業が盛んな
地域となっている（図１）。 

図１ 

家畜排せつ物法は、野積みや素掘りを解
消し家畜排せつ物の処理や保管などの管理
の適正化と、家畜排せつ物の堆肥やエネル
ギー資源としての利用促進による畜産業の
健全な発展を目的としており、図 2に示す
畜種を一定以上の頭数を飼養する農場を対
象に堆肥舎などの管理施設の構造や管理方
法の基準が策定されている。家保では家畜
排せつ物法に基づき定期的な巡回調査を行
い指導・助言を行っている。 

また、家畜保健衛生所では定期的な調
査・立入りのほかにも、市民からの苦情を 

受けて立入調査も実施している。平成 30年

から令和 4年度の 5年間に通報のあった環

境に関する苦情ついて集計したところ、苦

情の件数は 5 年間で合計 40 件報告されて
いる。畜種別の内訳は、豚が 23件と最も多
く、次いで牛の 9件、鶏の 5件となってお
り、養豚農場に対する苦情が全体の半数以
上となっている。さらに、養豚農場への苦情
内容を調査すると、23件のうち、排水に関
する苦情が 11件、悪臭が 10件となってお
り、豚の苦情の大半が悪臭や排水に関する
ものとなっている（図３）。 

図２ 

 

図３ 
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今回は令和５年度に養豚農場について排水
に関する通報があり、立入・指導を行った
件について報告する。 

【通報内容及び立入り調査】 

令和 5 年 5 月 15 日に農場関係者より、
豚舎水洗時の汚水処理が不適切な状況であ
るため現地確認と指導を依頼したいとの連
絡が当所にあった。立入調査を 5月 18日に

実施したところ、農場内で汚水を素掘りに
貯留しており、適切な管理がされていない
状態が確認された。農場周辺に河川がなく、
素掘りに外部への流入路もないことから、
河川への流入はないと判断した。一方で汚
水は液肥としての利用は行っておらず、地
下浸透が疑われる状態でした（図４）。 

 

図４ 

【農場概要】 

飼養形態は肥育豚 285 頭、繫殖豚 50 頭

を飼育する豚一貫飼養と、肉用牛 36頭を繁
殖用に飼育している。畜舎は、元々はオガコ
豚舎として建てられたものを繁殖豚導入の
際に改修しており、現在オガコは一部豚房
のみ使用し、残りはコンクリート床で飼育
している。オガコ豚舎として建築したこと
から農場には浄化槽はなく、堆肥舎のみ設
置されている。牛を飼養していることから
自己所有の草地を複数所有しており、合わ

せて 5000坪程度保有している。また、豚房
面積が 1000㎡以上あり、水質汚濁防止法が
適用され、さらにこの農場がある地域は水
質汚濁防止法に係る上乗せ排水基準適用エ
リアに位置している（図５）。 

 

図５ 

【関係法令】 

今回の事例について指導を行うにあたり、
図６の法令が関係する。家畜排せつ物法に
ついては前述のとおり豚では 100 頭以上飼
養する農場が対象となり、当該農場は合わ
せて 300 頭以上飼養していることから対象
となる。同様に水質汚濁防止法及び上乗せ
排水基準についても、それぞれ適応対象と
なる基準が設定されており、当該農場はい
ずれの基準も満たしている。 

図６ 

 

      
              
               
              

                
          

              
              
                       
             

       

          

    
                           

     
              
                         
                          
                  
          

        

             

        
       

              

        
    
     

       

      
  

      
   

       
    

6



水質汚濁防止法は事業所から公共用水域
に排出される水の排出や地下に浸透する水
の浸透を規制するなどすることで公共用水
域や地下水の水質汚濁の防止と国民の健康

保護、生活環境を守ることを目的としてお
り、特定事業場から排出される水について、
有害物質などを排水基準以下の濃度で排水
することを義務付けている。法律内では全
ての特定事業場に適用されるふっ素やアン
モニアなどの有害物質の排水基準と 1 日に
50㎥以上の排水量を出す事業場に適用され
る pH や化学的酸素要求量、浮遊物質量な
どの生活環境項目の排水基準が設定されて
いる（図７）。 

 

図７ 

さらに一律の排水基準では水質汚濁を防ぐ
には不十分と認められる水域では、県が条
例でより厳しい排水基準（上乗せ排水基準）
を適用することができる。沖縄県では図８

で示す場所が上乗せ排水基準指定区域とな
っており、それぞれ基準値が設定されてい
る。この区域内では一日の排水量が 50㎥未

満の事業場にも生活環境項目の排水基準が

設定されている。当該農場も一日の排水量
が 50㎥未満の事業場であるが、対象エリア
内にあるため、基準が適用される（図８）。 

今回の事例で農場がある地域の養豚場の上

乗せ排水基準は、図９で示した基準値が設

定されており、農場に対しては枠内の基準
が適用され、一律排水基準に比べて基準値
が厳格化されている。 

 

図８ 

 

図９ 

【農場への指導】 

以上のことを踏まえて図１０の内容の指
導を行った。立入り時の聞き取り調査で農
場主が素掘りに汚水を貯留することが違法
であることを理解していない様子が見られ
たので、家畜排せつ物法違反状態である旨
を説明した。違法状態を解消するために当
面の対応として、素掘り内の汚水をバキュ
ームで速やかに除去し、除去した汚水は草
地に施肥するように指導した。また、今後、
汚水は適切な施設で管理するように指導し、
管理施設については家保、農場及び業者で
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検討したうえで設置することとした。 

 

図１０ 

【汚水管理施設の設置計画】 

汚水の管理施設についてまず、浄化槽につ
いて検討するために、浄化槽を設置・運用す
るために必要な費用と工事期間について繁
殖豚 200 頭規模で算出をしたところ、一律
の排水基準が適用される地域で設置・運用
する場合は設置に 4700万、運用に年間 250

万程度必要と算出された。一方で、上乗せ排
水基準に対応可能な浄化槽を設置・運用す
るには、設置に 4倍の 2億、年間の運用費
用は 5 倍以上の 1300 万程度の費用がみこ
まれると算出された。また、設置工事につい
ても 6カ月～12カ月は必要となると算出さ
れた。このことから、費用・即効性の面から
浄化槽の設置は困難と判断した（図１１）。 

 

図１１ 

次に貯留槽の設置について検討した。貯留
槽は素掘りの穴を利用し、用いる建材を不
浸透シートかコンクリートで検討した。業
者より不浸透シートは安価であるが地盤の
石やガスだまりなどで破損しやすく、年に
1 度程度張り直しが必要でありコンクリー
トに比べて維持管理が難しいのに加えて施
工可能な業者が沖縄県内にないことで設置
までに時間がかかるなどのデメリットがあ
るとの説明があった。業者からの説明を踏
まえて貯留槽はコンクリート製のものを設
置することとした（図１２）。 

 

図１２ 

図１３ 

【指導後の改善結果】 

9 月の上旬に貯留槽の工事が終了したと報
告があり、確認のため立入りを実施。屋根に
ついては図１３の写真では写っていないが、
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ブルーシートで対応しており、違反状態が
解消できる状態であることを確認した。ま
た、農場では水洗作業前に除糞作業を行い、

汚水量を減らすために対策を独自に行って
いた。当該農場については現在も定期的に
状況確認・指導を行っている。 

【まとめ】 

令和 5年 5月に水質汚濁防止法に係る上乗
せ排水基準適用エリアにある農場について
排水に関する通報があり、立入を行い素掘
りの汚水貯留に対して指導を実施した。上
乗せ排水基準に対応する浄化槽を設置する
ことは費用・即効性の面から困難と判断し、
貯留槽の設置を指導した。今回の事例では、
当該農場が液肥を施肥することができる草
地を保有していたことで、貯留槽の設置に
より早期に違法状態を解消することができ
た。今後は、今回の事例を参考にフローチャ
ート図を作成し、汚水に関する環境問題へ
の指導の一助としたいと考えている（図１
４）。 

 

図１４ 
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13. トランスバーラとローズグラスの混播による草地造成  
 

                                                    宮古家畜保健衛生所   

○當眞嗣平・砂川隆治  

 

トランスバーラは本県の肉用牛経営を支える基幹牧

草のひとつである。宮古地域においても平成 22年度に

初めて集計されて以来、他の草種が減少傾向にある中、

順調に増加し、令和４年度には草地面積の約 41%を占

めるまで拡大している（図１）。 

 

図 1 宮古地域における草地面積の推移 

トランスバーラは、収量、栄養価および永続性に優れ

ているが、種子ではなく栄養茎で増殖するため、定着に

は十分な水分が必要であり、降水量が少ない場合には

草地造成が失敗する事例も見られる。また、初期生育が

遅いため、草地化に時間がかかり、造成初期の収量が

少ないことが課題となっている。（図2）。 

 

図 2 トランスバーラの特徴 

一方、ローズグラスは種子による造成が容易であるこ

と、初期生育に優れていることから、トランスバーラとの

混播により造成失敗のリスクを回避し、造成初期に安定

した収量の確保が期待できる（図3）。この混潘技術は、

普及技術として選定されているが、生産現場での実証

例が乏しく普及が進んでいない。そこで、生産現場にお

いて混播による草地造成の有効性を調査した。 

図 3 混潘のメリット 

調査に協力して頂いた農家は、37aの草地を更新し、

トランスバーラを植え付ける予定であったが、「灌水施設

がなく造成に不安があること」、「造成初期の収量を確保

したい」という理由で家保に相談があった（図4）。 

図 4 調査農家の概要 
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そこで、混潘の技術を紹介し、前述の混潘のメリットに

加えて留意点として「トランスバーラが優勢になるのは数

年かかる」という点も理解してもらい調査に協力して頂く

こととなった（図5）。 

 

図 5 混播によるメリットと留意点 

調査は 2023年 5月から12月にかけて宮古島市内の

採草地で実施した。本調査では混潘の効果を検証する

ため、トランスバーラとローズグラスの混播区（30a）に加

えて、対照区としてトランスバーラのみを植付けした区

（トランスバーラ区：5a）とローズグラスのみを播種した区

（ローズ区：2a）を設けた（図6）。 

 

図 6 調査草地の概要 

造成は梅雨入り後の2023年 5月中旬に行い、混播

区ではトランスバーラ苗の散布と同時にローズグラスを

播種した。苗の散布量と種子の播種量は、県の栽培基

準に基づき、それぞれ 100kg/10aおよび2kg/10aとし

た。 

 

図 7 造成風景 

調査期間中の降水量は平年の約 80 %と少なく、特に

生育初期に当たる5月から6月の合計降水量は平年の

45 %であった。このため、トランスバーラ区では、苗の枯

死が多く見られ、造成３週間後の出芽数は㎡当たり1.2

個と定着が悪かった。一方、混播区では、トランスバーラ

の出芽数は1個と少なかったものの、ローズグラスは579

個であり、ローズ区の686個に近い出芽数が確認できた

（図9）。  

 

図 8 造成３週間後の定着状況 

 造成 2ヵ月目には、トランスバーラのほふく茎が確認さ

れ、特に混潘区においては、ローズグラスの株間をトラ

ンスバーラのほふく茎が伸張しているのが観察された。

また草地化の推移を見ると、トランスバーラ区と比べて混

潘区の方が地面を被覆するスピードが速いのが確認で

きた（図10）。 
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図 9 草地化の推移 

 造成 5ヵ月後の 10月下旬に 1番草、12月下旬に 2

番草が収穫できた。１番草、2番草および1、2番草合計

のいずれにおいても、トランスバーラ区は他の 2区に比

べ有意に少ない収量であった。しかし混潘区ではロー

ズ区と同程度の値となり、混潘によって安定した収量が

得ることができた。また、混潘区では、大部分がローズグ

ラスで占められおり、トランスバーラの収量の低さをロー

ズグラスが補っているのが確認できた(図 10)。 

 

図 10 収量調査結果 

 

混播区におけるローズグラスとトランスバーラの構成

割合は、1，2 番草とも約9 割をローズグラスが占めいた

が、トランスバーラの割合は増加傾向を示しており、今

後トランスバーラの割合が高まっていくことが期待できる

（図11）。 

 

図 11 混潘区における構成割合 

本調査では生産現場において、トランスバーラとロー

ズグラスの混播の有効性を調査した。その結果、①降水

量が少なくトランスバーラの定着が悪い場合でも、ロー

ズグラスがこれを補完すること、②造成初期のトランスバ

ーラの低収量をローズグラスが補うことで安定した収量

を確保することができることが実証できた。今回は、造成

1年目の調査のため、混播区ではローズグラスが優勢で

あったが、ローズグラスの維持年限は３～４年と短く、次

第にトランスバーラ草地に転換していくことが期待できる。

そのため、継続して調査を行い混播の有効性を検証す

る予定である（図12）。 

 

図 12 まとめ 
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14.沖縄県におけるエンバク極早生品種「スナイパー」および「たち

あかね」の適応性   
 

                                                    畜産研究センター  

○玉城侑樹  

 

本県では暖地型牧草の利用が中心であるが、冬季に

なると収量が低下するため、寒地型牧草品種の導入に

より、冬季の飼料増産を図ることが検討されている。寒

地型牧草のエンバクは、本県の主要暖地型牧草のロー

ズグラスに比べ、乾物収量およびTDN収量において高

い結果であり、冬季の粗飼料確保に有効な草種だと考

えられる（図１）。一方で、本県では気温が高くなる3月

頃に冠さび病が発生し、収量に影響をきたしている事例

が散見される。そのため、エンバクの極早生品種を用い

て冠さび病を回避しながら、短期間で粗飼料を確保す

ることが求められる。そこで、本課題ではエンバク極早生

品種における耐病性、収量、飼料品質を調査し、本県

における適応性の高い品種を選定することで、本県で

の寒地型牧草の普及推進および自給飼料増産に寄与

することを目的として実施された。 

 

図 1 目的・背景 

 

試験期間は 2020年から2021年の 3年間実施した。

試験地は沖縄本島北部の沖縄県畜産研究センター内

の圃場で、土壌は国頭マージの細粒赤色土であった。

供試品種はエンバク極早生品種の「スナイパー」、「たち

あかね」および比較品種として本県奨励品種の「ウルトラ

ハヤテ韋駄天(以下、韋駄天)」を供試した(図 2)。試験

区は 1区あたり6.0㎡で 4反復乱塊法にて設置し、試

験区のうち2.7㎡を調査区とした。播種は 10月中旬に

行い、8kg/10aで条播とした。施肥は N、P、Kがそれぞ

れ 10kg/10aとなるように調製、施用した。調査項目は

出穂始期、発芽良否、初期生育、病害虫程度、倒伏程

度、乾物収量および飼料品質について調査した(図 3)。 

 

図 2 試験材料 

 

図 3 試験方法 

 

出穂始期は「スナイパー」において比較品種の「韋駄

天」より早く、出穂までに要した日数は58日であった。ま

た、「たちあかね」は出穂までに要した日数は 70 日で、

「韋駄天」と同程度であった（図4）。 
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図 4 出穂特性 

 

発芽良否および初期生育は「スナイパー」、「たちあ

かね」ともに「韋駄天」に劣る結果であった（図 5）。 

図 5 発芽良否および初期生育 

 

10 月播種における病虫害は全品種ともに見られず、

倒伏程度もわずかであった。10 月播種で冠さび病の評

価ができなかったため、追加で11月播種を行ったところ、

「スナイパー」は「韋駄天」と同程度の冠さび病が発生し

た。また、「たちあかね」は「韋駄天」より冠さび病の発生

が軽度で、「たちあかね」において冠さび病への強い抵

抗性が示唆された（図6）。 

 

図 6 病虫害および倒伏程度 

 

乾物収量は「スナイパー」は 406kg/10aで、「たちあ

かね」は 374kg/10aで「韋駄天」より低い結果であった

(図 7)。 

 

図 7 乾物収量 

 

粗タンパク質含有率(CP)は「スナイパー」は 16.7％で

「韋駄天」より高く、「たちあかね」は 15.6%で「韋駄天」と

同程度であった（図8）。可消化養分総量(TDN)は「スナ

イパー」は 61.6％で「韋駄天」より高く、「たちあかね」は

60.6%で「韋駄天」と同程度であった（図9）。可消化養分

総量(TDN)収量は「スナイパー」は 250kg/10a、「たちあ

かね」は 227kg/10a で「韋駄天」より低い結果であった

(図 10)。 
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図 8 粗タンパク質含有率(CP) 

 

図 9 可消化養分総量(TDN) 

 

図 10 可消化養分総量(TDN)収量 

 

以上の結果より、「スナイパー」および「たちあかね」は

「韋駄天」より出穂期、収量性、飼料品質において引け

をとらない適応性が示唆された。また、「スナイパー」に

おける出穂特性は早期の粗飼料確保の可能性があり、

「たちあかね」においては冠さび病への高い適応性が示

唆された(図 11)。 

 

図 11 まとめ 
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15．管内の養蜂振興における現状と課題 

 

中央家畜保健衛生所 

○親泊元治 宮良あゆみ 

 

蜜蜂は蜂蜜生産や農作物の花粉交配用(ポリネーショ

ン）に有用な生物であり、養蜂は畜産の一形態に分類さ

れている。中央家畜保健衛生所管内におけるその現状と

課題を報告する。 

 

図 1 県内飼養者数・蜂群数の推移 

 

沖縄県の養蜂は平成 23 年と令和 4 年を比較すると飼

育者数は約 5倍に増加し、蜂群数も同様に増加し、約 3.5

倍となっている。 

これは飼育者数については全国 8位、蜂群数において

は全国 1 位となっており、沖縄県は全国的にも養蜂の盛

んな地域となっている（図１）。 

 

図 2 養蜂による生産物の県内生産量 

 

沖縄県で養蜂が盛んである理由としては気候が温暖で

あり、冬期においても蜜蜂が活動できることが要因である。 

また、図内の県内の養蜂による生産物のグラフからもわ

かるように、平成 23年と比較して約 2倍となっている花粉

交配用種蜂の生産が主流となっている（図2）。 

 

図 3 令和 4年地区別飼養者数 

 

令和 4 年の県内地区別の飼養者数を示す。中央家保

管内において養蜂振興法で義務づけられている蜜蜂飼

育届を提出している飼養者数は、中部地区と南部地区で

県全体の 5１.1％となっており、中家保管内で過半数を超

えている状況である（図3）。 

 

図 4 令和４年地区別蜂群数 

 

令和4年の県内地区別の蜂群数を示す。中部地区と南

部地区で県全体の 48.6％を占めており、中家保管内に多

くの蜂群が設置されていることが判る（図4）。 

 

沖縄本島における中家保管轄地域を図に示す。管内

は離島を含めて24市町村で県内総人口の84％が集中し
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ている地域である。 

 

図 5 養蜂マッピングシステムによる管内の飼育状況 

 

この図は県が事業により運営している養蜂マッピングシ

ステムにより蜂群の配置状況を示している。管内には蜂群

が半径 2 ㎞以内に配置されていない場所は半径 2 ㎞の

円で示しているように 5 カ所であったが、空港、軍事施設、

岬の先端等養蜂には不適切な場所であった。 

その他の場所に置いては 2 ㎞の半径の円内に蜂群が

複数設置されている状況である（図 5）。 

 

図 6 蜜蜂の飼育に係る苦情 

 

蜜蜂で多い苦情は「刺される恐怖」、「無届け設置」、

「糞害」があり、近年管内では地域住民からの糞害の苦情

が急増している。 

糞害は古くは昭和53年から見られ、当時は謎の黄色い

落下物との認識であったが、インターネットの普及におい

て、これが蜜蜂の糞であることが次第に一般に認知され

始めて来ている状況である（図6）。 

 

蜜蜂は巣の内部では糞を腸内に溜めていて巣から出

たとき、すなわち飛行中に糞をする性質がある。 

糞害は、悪天候が続いた後の晴れた日に被害が出る

傾向。 

 

図 7 蜜蜂の糞害 

 

糞害が出やすい範囲は巣箱から 150m 以内が多く、車、

建物、洗濯物等に糞が付着し汚損させる（図 7）。 

 

図 8 蜜蜂の糞害対策 

 

蜜蜂の糞害対策には、図に示しているとおりの対策が

あり、この中では最も効果が高いのは「巣箱の移転、撤去」

となるが、管内は過密状態であり、新たな場所を探すこと

が困難である（図 8）。 

 

図 9 蜜蜂糞害調査事例 １ 
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蜜蜂糞害調査事例 1を示す。 

中部地区の A 市で、苦情は近隣住民からであった。被

害としては洗濯物、住居および車両の汚損である。現地

は市街地であり、蜂場の近くまで住宅が迫っている状況で

ある。蜂群の位置関係を判りやすくするため苦情場所を

中心とした半径（ｒ）500ｍ、1,000m、2,000mの円を描いた。 

ｒ2000ｍ内では7カ所の蜂場 333群、3名の飼育者であ

ったが、ｒ500ｍ内では 2カ所の蜂場 41群、飼育者は 1名

に絞られた（図9）。 

 

図 10 蜜蜂糞害調査事例 ２ 

 

蜜蜂糞害調査事例 2を示す。 

同じく中部地区の A 市である。苦情は近隣の自動車関

連事業者からであった。被害としては主に車両であったが、

近くに住んでおり、住居および洗濯物の汚損もあった。現

地は市街地であり、新興住宅地である。ｒ2000ｍ内では 8

カ所の蜂場 209群、3名の飼育者であったが、r500ｍ内で

は 3カ所の蜂場 94群、飼育者は 2名であった（図10）。 

 

図 11 蜜蜂糞害調査事例 ３ 

 

蜜蜂糞害調査事例 3を示す。 

中部地区の B 市である。苦情は近隣の自動車関連事

業者からであった。被害としては主に車両であった。現地

は市街地であった。ｒ2000ｍ内では 6カ所の蜂場 78群、5

名の飼育者であった。r500ｍ内では 1カ所の蜂場 20群、

飼育者は 1名であった（図 11）。 

図 12 蜜蜂糞害調査事例 ４ 

 

蜜蜂糞害調査事例 4を示す。 

南部地区のC市である。苦情は近隣の医療機関からで

あった。被害としては主に駐車場の車両であった。現地は

市街地ではないが施設と蜂場が近距離であるため被害が

発生していると考えられた。ｒ2000ｍ内では 13カ所の蜂場

479群、6名の飼育者であったが、r500ｍ内では 2カ所の

蜂場 110群、飼育者は１名に絞られた（図12）。 

 

図 13 蜜蜂糞害調査事例 ５ 

 

蜜蜂糞害調査事例 5を示す。 

南部地区の D 市である。苦情は近隣住民からであった。

被害としては洗濯物、住居および車両の汚損であった。

現地は住宅地であり、r2000ｍ内では 11 カ所の蜂場 344

群、7名の飼育者であったが、r500ｍ内では1カ所の蜂場

71群、飼育者は 1名に絞られた（図13）。 

 

家保は糞害の状況を確認し、状況的に苦情地点から一

番近い飼育者を中心に左記の糞害のリーフレットを手交
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または電話等で対策としてできることを周知した。飼育場

所周辺の住民に十分な配慮が必要であることの理解を求

めた。 

 

図 14 家保の指導 

 

蜜蜂飼育者の反応としては糞害被害を十分認識、対策

が必要なことは認識していた。一方で、生活が懸かってい

る、無届け蜂群、自然の蜂群ではないか、他の人の蜂群

ではないか、他に飼う場所がない等の意見があり、一時的

な対応にとどまる場合が多い（図14）。 

 

図 15 まとめ 

 

管内は県内人口の 84％が集中しており市街地・住宅地

化が進行している地域である。このような状況で、苦情地

点から蜂場までの最短距離は 60m～220mであった。 

苦情地点から半径 500ｍ以内は蜂場数 1～3 カ所、飼

育者 1～2 名に絞られる。しかしながら、蜜蜂の活動範囲

としては半径 2㎞とされており、個体識別もできないことか

ら、自然、無届け蜂群及び他人の蜂群の可能性もあるた

め最も近い蜂群設置者に対しての指導が困難であった。 

蜂群撤去が根本的な解決法とさているが蜜蜂飼育者の

経営に大きく影響することから困難であった。 

蜂群移設についても管内は既に過密状態であるため

既設養蜂家の了承がとれないため困難な状況である。な

お、家保としては既設養蜂家が配置調整に対して一方的

に了承しない状態は不適切と考えている。 

糞害は一時的に減少しても無くならないため糞害は継

続する懸念が生じている（図15）。 

 

図 16 今後の取り組み（継続事項） 

 

今後の取り組みの継続事項として二つの指導を実施。 

一つは糞害を起こさない蜜蜂飼育指導、二つ目は持続

的な養蜂振興のための指導である。これらのこれまで実

施してきたことを、今後についても市町村をとおした注意

喚起や家保便り等によって指導を継続して行く（図16）。 

 

図 17 今後の取り組み（検討事項） 

 

今後の取り組み（検討事項）である。図に示したことにつ

いては理想論的な部分もあるが、糞害を起こさない蜜蜂

飼育の検討、持続的な養蜂振興の検討が必要であると考

えている。 

これらの取り組み事項は国県、市町村、蜜蜂飼育者と

の緊密な情報共有が必要不可欠である（図17）。 
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